
― 牛島総合法律事務所は、高度な紛争処理、
　サービスの質の高さ、実績に定評のある法律
　事務所です。同事務所では複数の法律・判例
　データベースを併用されていると伺います。
　〈Westlaw Japan〉の導入を推進いただいた
　図書部門担当パートナーである井上治弁護士
　に、導入の理由や、どのように本製品をご活用
　いただいているのかをお聞きしました。

いかに有利な判例を押さえる
かが、紛争処理のカギ

―どのような法律業務や案件に携わってこら
　れたのかお聞かせください。
　私が所属する牛島総合法律事務所は、国際
取引に関連する法律事務や訴訟をはじめ、内
外でのビジネス・ロー一般、多岐にわたる法的
手続き、紛争処理を取り扱います。
　私自身は、国内外の企業や行政機関におけ
る様々な紛争処理案件のほか法律実務を広く
取り扱っています。訴訟の中で主なものとして
は、不動産取引に関する建築瑕疵や、土壌汚
染に関する訴訟、上場企業の少数株主保護に

関する訴訟、金融機関のシステム開発に関す
る訴訟などがあります。その他、国際相続等個
人を依頼者とする案件にも関与しております。
また、関連するテーマについての様々なセミ
ナーや執筆も行っています。

―〈Westlaw Japan〉は、どのような経緯で導入
　をお決めになられたのでしょうか。

　一番の理由は、2011年の導入当時、他の判
例データベースに比べ、判例（とりわけ直近の
東京地裁判例など）の収録数が圧倒的に豊富
だったことが挙げられます。
　我々のように紛争処理を扱うことが多い弁
護士にとって、類似した案件に関する判例をど
れだけ把握しているか、さらにいえば、どれだ
け相手方よりも有利な判例を知っているか
は、裁判の勝敗を決める重要なファクターとな
ります。逆に、相手方にとって有利な判例があ
る場合でも、当方がそれを予め知っていれば
それを踏まえた対応を採っておくことができ
ますが、相手方から指摘されるまで当方が知
らなかった場合、対応に窮することにもなりか
ねません。こうした理由から、判例データベー
スにおける収録の豊富さ、網羅性が高いこと

ケースはよくあるので、相手方よりもそれを可
能とするツールの確保と充実は、我々にとって
重要課題であるといえます。

実務家にとっては、まさに
「痒い所に手が届く」

―個別の機能やコンテンツでご活用いただい
　ているものはございますか。

　「PROサーチ」はよく利用しています。フリー
ワードでの検索を行う際に、キーワードの間が
何文字以内かという指定を入れて検索できる
機能です。例えば、「建築瑕疵」と入力するとか
なり限定的なものとなり、「建築に関する瑕疵」
といったワードには引っかからなくなってしま
います。逆に「建築」と「瑕疵」の間にスペースを
入れてAND条件で検索すると、相互の関連性
が薄くなり、検索そのものの意味がなくなって
しまいます。「PROサーチ」は、「建築」と「瑕疵」
の関連性を保ちながら幅広いサーチができ、
求めている判例の絞り込み作業がとてもス
ムーズに行えるので、以前から利用している他
社製品にも本機能の採用を要望したこともあ
るほどです。本機能は実用性が非常に高いと感
じており、当事務所においても同製品の活用頻
度の高さの1つの理由となっています。

　また、アメリカ法製品の「KeyCite」機能の
ように、ある判例を検索した後、その判例を
引用した他の関連判例へと情報を広げたり、評
釈や参考文献を調べられたりできる点も、使い
勝手がいいと感じています。

―法律関連の出版物を執筆しておられますが、
　そうした際にも〈Westlaw Japan〉製品はお
　役立ていただいておりますでしょうか。
　かなりヘビーに役立てています。直近では、
民法改正と不動産取引をテーマとした本、都市
再開発をテーマにした本を執筆しています。執
筆に際しては、ある論点をピンポイントに深め
ていくのではなく、さまざまな事例を挙げ、そ
の各論点をコンパクトにまとめて紹介すると
いう作業がメインとなります。例えば都市再開
発でいえば、土壌汚染に関連した訴訟問題が
あります。
　特定有害物質はもちろん、PCBやアスベスト
など、様々な毒性物質に関する判例を調べる
際は、「PROサーチ」を含めた「フリーワード検
索」、「関連判例」の引用が役立ちます。また、
そうした判例を並べながら解説を加える際に
は、その判例に紐づいた「評釈」や「出典」を簡
易にチェックできるので、さまざまな考え方、
法的解釈を念頭に入れながら執筆を進めるこ
とができます。また、判例の注目度を★印の数
で判別して並べ替えられる「PowerSort（重要

は、極端な表現をすれば弁護士としての信頼
度に直結し、死活問題といっても過言ではあり
ません。そのため、日本で利用できる判例デー
タベースの現状を踏まえれば、複数利用して、
可能な限り網羅的に判例を検索できる環境を
整えることが必要と考えています。当事務所に
おける判例データベースの充実を図るため
に、〈Westlaw Japan〉は欠くことのできない
重要なデータベースです。この他の導入理由

としては、判例収録タイミングの速さ、裁判官
検索機能があります。本機能は、主には新件受
任などの際に、担当裁判官の経歴や過去の判
例を確認する際に利用していますが、合議体
の裁判長として関与した判例や単独で関与し
た裁判を判別できる点も気に入っています。

―判例を探すどのような場面で、〈Westlaw
　Japan〉を活用いただいていますか。
　ある案件について関連するルールを示した
代表的な判例を探すためにも使いますが、裁
判所のルールを複数の判例から立体的に捉え
ていくために利用することも多いですね。例え
ば、建築瑕疵に関する訴訟があるとします。コ
ンクリートの柱に一定のヒビが入っている場
合は瑕疵とするという判断を、ある裁判所が
示したとします。ところが、そのヒビが5センチ
でも瑕疵となるのか、10センチ入っていれば
そうなのかという“線引き”は、判例を個別に見
ているだけでは判断がつきにくいのです。基
本的な規範の確認だけならともかく、細かい
当てはめまで体系的に分析したいとなると、多
数の判例から導き出される判断の傾向の分析
やその際の判断要素のようなことも必要とな
ります。いくつもの判例から総合的に見て、今
回の事案では瑕疵とみなされる、いやそうで
はないという分析の場面では対象判例の母数
の多さが重要になってきます。
　個別の判例としては見出すべき要素はない
が、集合としていくつもの判例を用意すること
で類型化し、意味や説得力を高められるという

判例順）」も、大まかな目星をつけながら検索
を行う際に便利です。紛争処理においても、本
の執筆においても、実務家にとっては「痒い所
に手が届く」ツールという印象です。

―ありがとうございます。最後に、WLJへのご
　要望や、読者の方へメッセージをいただけ
　ればと思います。
　当事務所では、紛争処理に強くあり続け、ク
ライアントへのベストなサービスを提供する
ために、実現しうる最善の状況、入手しうるベ
ストなリサーチ環境を整えることを常に心が
けており、〈Westlaw Japan〉はその一環とし
て導入したものです。現状日本は、アメリカほ
どの判例社会ではありませんが、今後は進展
する国際化や社会的な問題意識の変化ととも
に、より高度で多様な紛争処理能力が我々に
求められてくると思います。また、民事判決の
ネット提供の発展も予定される中、〈Westlaw 
Japan〉には、その時々の状況に応じて我々の
業務を今後も支えていただくとともに、判例
データベースとしてのさらなる進化を期待し
たいと思います。

【紹介】 
井上 治 （いのうえ おさむ）
北海道大学法学部卒業後、牛島総合法律事務所
入所。ニューヨーク大学ロースクール比較法学修士
課程および法学修士課程修了。LeBoeuf, Lamb, 
Greene & MacRae LLP ニューヨーク・オフィ
ス勤務を経て牛島総合法律事務所パートナー
就任。慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（国際
紛争解決）。第二東京弁護士会所属、ニューヨーク
州弁護士、都市再開発法制研究会会員。
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圧倒的な判例数の豊富さで〈Westlaw Japan〉製品を導入。
高度な紛争処理を行う実務家にとって不可欠なツール。
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